
セミナーに関する御問い合わせは下記のemailまたは電話番号までお問い合わせください。

弁理士法人坂本国際特許商標事務所

お申し込みはこちらから

TEL : 03-5919-3041email : seminar@sakamotopat.com

木村 一弘
副所長 弁理士
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特許庁審査業務部商標審査官

特許庁商標課商標審査基準室長

特許庁審査業務部上席審査長

特許庁審査部第37部門部門長審判長

国内特許事務所

知財担当者必見！

元特許庁審判長が教える知財に役立つオンラインセミナー

外国商標出願のポイント
～直接出願かマドプロ出願か～
日時：2024年5月16日(木) 13:00-14:00

■外国出願の準備
■マドプロ出願（国際商標登録出願）とは
■マドプロ出願をお勧めしたい方
■直接出願のメリット・デメリット
■まとめ

内容

概要
商標権を取得することにより、指定した商品・役務の範囲内において商標を独占して

使用することができ、商品展開の重要なツールとなります。
海外で商品展開を行う場合においても、自社のブランド戦略を推し進めるためには、

対象国において商標権を取得することが極めて重要となります。
今回のセミナーにおいては、外国で商標を取得する際のポイントについて解説し、基

礎的な知識の習得を目的としています。
外国での商標を権利化することは難しいのではないかという方もおられると思います

が、貴社の国際的なビジネス展開を戦略的に進めるためにも、本セミナーに参加して外
国商標出願を理解していただきたいと思います。

お申込みフォーム

https://forms.gle/N3QBs4T5ZSj4aTBp8
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